
6/13 日弁連シンポジウム「最低賃金引上げには何が必要か？
法制度と運用面の課題を探る」
日弁連貧困本部企画のシンポジウムのご案内です。
貧困と格差の拡大に歯止めをかけるために、最低賃金の大幅な引上げが必要です。是非、ご参加を。
参加無料・事前申込み不要です。

詳細は日弁連ホームペー
ジ→https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2017/170613.html

日本弁護士連合会は、最低賃金の大幅な引上げが貧困問題を解決する上で、もっとも重要な課題の一つと位置づけ、２０１１年６月１６日
付け「最低賃金制度の運用に関する意見書」を公表し、２０１３年８月２日付け「最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明」以降、毎
年、繰り返し、最低賃金額の大幅な引上げを求めてきました。

政府も、２０１０年６月１８日に閣議決定された「新成長戦略」において、２０２０年までに「全国最低８００円、全国平均１，０００円」
にするという目標を明記し、２０１５年６月３０日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂２０１５」等においても、中小企業・小規模
事業者への支援を図りつつ最低賃金額の引上げに努めるべきことを明記しています。

最低賃金の引上げをめぐっては、特に地域経済や中小企業の経営や雇用への影響が議論されてきました。日本弁護士連合会は、最低賃金の
引上げについての調査・分析のため、青森県及び鳥取県の実情を調査し、最低賃金についてのパンフレットも作成しました。

今回のシンポジウムでは、これまでの調査結果についての報告をするとともに、そこから浮かび上がった法制度上および運用面での課題に
ついて、専門家等を交えて議論し、皆さんと一緒に考えたいと思います。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

日時
２０１７年６月１３日（火）　１８時００分～２０時００分
場所
弁護士会館２階　講堂「クレオ」ＢＣ →会場地図
（千代田区霞が関１－１－３　地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線　「霞ヶ関駅」Ｂ１－ｂ出口直結）
参加費・受講料
無料
内容（予定）
[基調報告]
日本弁護士連合会貧困問題対策本部委員
「青森県・鳥取県調査報告（結果）について」

[パネルディスカッション]

https://saitamasogo.jp/archives/69713
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藤田 安一氏 （鳥取大学名誉教授（鳥取地方最低賃金審議会元会長）
神吉 知郁子氏 （立教大学准教授）、エキタスの方

[会場発言]

PDFファイルチラシ (PDFファイル;540KB)
申込方法
事前申込不要
主催
日本弁護士連合会
問い合わせ先
第二東京弁護士会　人権部人権第一課
ＴＥＬ　０３－３５８０－９８５７

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2017/05/aae55a3a3994ad4c51d3337ed918f1b5.pdf
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「貧困ビジネスとの闘い―さいたま地裁判決までの攻防と判決の
意義」が賃金と社会保障No.1681　5月上旬号に掲載
悪質な貧困ビジネスの違法性を認め、その収益を剥奪することを認めた２０１７年３月１日のさいたま地裁判決に関する「貧困ビジネスと
の闘い―さいたま地裁判決までの攻防と判決の意義」が、賃金と社会保障No.1681　5月上旬号（無料低額宿泊所と貧困ビジネス特
集号）に掲載されました。被害の深刻化を受けての訴訟提起から勝訴判決までの様々な攻防と、判決の内容と意義について論じています。

弁護士　猪　股　　正
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母の日のカード
今年の母の日は、母と祖母にそれぞれカーネーションのカードとプレゼントを送りました。

文房具売り場には、母の日用のカードコーナーが特設してありました。
その中に『おばあちゃん、いつもありがとう』と書かれた祖母宛専用カードがいくつかあり、とても驚きました。

カードを何気なく見ていたら、自然と祖母の顔が浮かび、気付いたらカードを持ってレジへ向かっていました。

店員さんに聞いたところ、祖母宛専用カードは数年前から置かれるようになり、売り上げも好調とのことでした。

時代と共に文字を書いてカードを送ることは減少しているようですが、最近のカードは進化しているな。と感心しつつ、これが父の日になっ
たら祖父宛専用カードはあるのだろうかとふと疑問がわきました。
父の日用のカードコーナーが特設された際には、偵察へ行ってみようと思います。

事務局Ｏ
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本日の埼玉新聞【わたしの視点  共謀罪】に当事務所の  伊須
慎一郎 弁護士の記事が掲載されました。
埼玉新聞　2017年(平成29年)5月17日(水)付

　共謀罪　わたしの視点「市民活動の抑圧危惧」

埼玉新聞・290517(PDF)

https://saitamasogo.jp/archives/69696
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脳はバカ、腸はかしこい
「脳はバカ、腸はかしこい」等の著書のある藤田絋一郎医師のお話を聞く機会があった。

アレルギーやうつ病など現代病の原因を、あまり清潔を求めすぎるキレイ社会にあるとされる。
回虫もその宿主の健康維持に役立っているとされ、腸は多数の細菌(善玉菌）のおかげで健康が保たれ、腸内細菌が合成したビタミンが、
脳内伝達物質を合成するところから、腸内細菌は大事だとされる。

また、腸内細菌は最初から赤ちゃんの腸のなかにあるのではなく、赤ちゃんが何でもなめることで、体外の外部細菌を取り込み、体内細菌
の種類を増やしており、これが成長してからの免疫力等の向上に大きな力を発揮するのだとされる。

したがって、過保護で、消毒ばかりしているものしか触れさせない赤ちゃんより、多少ルーズな父母、祖父母に育てられた子供の方が免疫
力が高いというのである。
よかった、うちの子は、健康に育つはずだ。

先生の話は、最初から最後まで冗談、ダジャレの連続であったが、これも「笑うことは免疫力を高める」という先生のお考えの実践である。
先生にはたくさんの著書がある。売れた本も売れなかった本もあるらしいが、ぜひ、読んでみたいと思っている。

弁護士　高木　太郎
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食育実践プランナー
 
 
「おいしい」
の仕組みについて知りたくなり、【食育実践プランナー】という講座を昨年受講しました。
 
 
この講座では、食育の基礎知識や、日本食の文化、マナー、
食材選び、味の組み立て方など、盛りだくさんな内容について学ぶことができます。
（食育：食を通して、健康的な生活を送る力を育むこと）
 
難しい内容ではなく、普段の食生活につながる内容のため、

https://www.amazon.co.jp/%E8%84%B3%E3%81%AF%E3%83%90%E3%82%AB%E3%80%81%E8%85%B8%E3%81%AF%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%93%E3%81%84-%E8%97%A4%E7%94%B0-%E7%B4%98%E4%B8%80%E9%83%8E/dp/4883205681
https://saitamasogo.jp/archives/69665


ふむふむ、なるほどなるほど、と最後まで楽しく受講できました。
 
 
あとは得た知識を、実生活に取り入れるだけ・・・（これがなかなか難しい）
まずはカップラーメンやポテトチップスを食べる回数を減らさなくては・・・。
 
 
 
グルメ（美食家）にはなれないけど、グルマン（食いしん坊）はグルマンなりに
少しずつ健康的な食生活にシフトチェンジしていきます。
 
 
 
事務局　深井
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語学について
 
外国の方と話をする機会があるたびに、もっとスムーズにコミュニケーションがとれたらいいのに、と感じます。
 
自分の語学力の低さが原因なのですが、まがりなりにも中学、高校、大学と、僕も英語の授業を受けてきました。１０年も英語教育を受け
てきて、この体たらくです。
僕が悪いのではなく、英語教育が悪いのではないか、と言いたくなります。
 
そして、これからの時代は、さらに語学力が求められ、英語くらい話せないと駄目だと言われるようです。
 
 
・・・まったく。何で、さらにやらなければいけないことが増えるんでしょう。
あの、有名なこんにゃく的な、便利な翻訳機はまだできないのでしょうか。
これから子供たちに１０年以上英語を習わせる時間や労力や費用を使えば、なんとかなるような気がするのですが。
 
 
弁護士　竹内　和正
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アップルの空飛ぶ魔術―失われた2000億円余の税収・連載第
５回「ふたたび旅へ」
第５回　ふたたび旅へ

アイフォーンなどアップル製品は実際には中国で製造され、組み立てられ、直接、消費国に配送されます。しかし帳簿上では余計な回り道
をして、はるか離れたアイルランドの子会社（ASI）が完成品の最初の購入者となります。ASIは購入した製品を各国の消費者向けに
再販売することになります。

ヨーロッパ、アフリカ、インドなどに対してはもう一つのアイルランド子会社ADIを通じて、日本を含むアジア向けはシンガポール子会
社を通じて消費者の手に届けられます。カリフォルニアから始まったアップルの旅は、アイルランドで一息つく暇もなく、ヨーロッパ諸国、
アフリカ諸国へと、あるいはユーラシア大陸を超えてアジアへと、はるかな旅にふたたび飛び立つのです。

しかしこの旅は最初のアイルランドへの旅と同じく、普通の旅ではありません。アイルランド子会社もシンガポール子会社など消費国に届
くまでの中継子会社も、すべて多国籍企業アップルのグループ内の子会社です。グループ内の子会社どうしの取引は、貿易という形をとっ
ていても、その取引は同一会社内の内部取引なので、その価格を自由に決めることができます。

アイルランド子会社ASIは、中国で生産された製品を安く購入する一方、消費国には高い価格で販売することによって、利益の大半を手
元に集中していたのです。これが移転価格による利益の移転です。こうしてヨーロッパ諸国や日本などで生じた販売利益を、アイルランド
子会社に集中することができたのです。これが魔法の第3です。

それだけではありません。アイルランドのアップル子会社は、どの国にも居住しない法人になりすますことによって、どの国からも課税さ
れない「無国籍法人」と化しました。

法人に対する課税方式として、法人が設立された国が課税するという考え方（本店所在地主義）と、法人を管理・支配している国が課税す
るという考え方（管理支配地主義）とがあります。アメリカや日本は前者の考え方をとっていますが、アイルランドは後者の考え方をとっ
ています。

AOI、AOE、ASIなどのアップル社のアイルランドにある子会社は、アイルランドで設立されていますが、同国での管理・運営の実
態はありません。例えばAOIには三人の取締役がいますが、そのうち二人はカリフォルニアに居住しており、取締役会はほとんどカリフォ
ルニアの本社で開かれています。ASIの取締役会も同様にカリフォルニアで行われています。

これらの事実はアイルランドの子会社に対する管理・支配はアメリカで行われていることを意味しています。したがってアイルランドでは
課税されることはありません。他方これらのアイルランド子会社は、アメリカで設立された会社ではないので、アメリカでも課税すること
ができません。結局、アイルランドにあるアップル子会社は、税の上ではどこの国にも居住しない「国籍なき企業」として扱われ、どこの
国の課税権も及ばないことになっているのです。これが魔法の第4です。

（公正な税制を求める市民連絡会幹事・合田寛）
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連載第４回　「消された」子会社は　→　こちら

5/28 設立2周年記念集会「誰もが支えあう税制へ～格差社
会を乗り越えるために～」
公正な税制を求める市民連絡会を結成して２周年を迎えます。
経済格差は教育、医療、年金、介護の格差を生み、「貧困のサイクル」と「富裕のサイクル」というふたつの異なる人生の道筋を作り出し
ます。
生まれたときの家庭の所得という運だけで人生の大部分が決まっていいのでしょうか。
「特定の誰かの利益」から「人間の利益」への価値の転換し、所得や年齢等の制限によって受益者を「選別」する社会ではなく、人間の生
活にとって必要なものをすべての人びとに「普遍」的に提供する社会への転換が求められています。
本集会では、税の普遍主義を提言してきた井手英策さんの講演をもとに、格差社会を乗り越えるヒントを見つける機会にしたいと思います。
多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

日　時：５月２８日（日）１３：１５から（１３：００受付開始）
資料代：１０００円
＊お支払いが難しい方は入場時にお声をおかけください。無料で資料をお渡しします。
会　場：日司連会館地下ホール
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東京都新宿区本塩町９番地３　TEL: 03-3359-4171
ＪＲ中央線、総武線四ツ谷駅徒歩５分、東京メトロ　丸の内線・南北線　四ツ谷駅徒歩６分
主　催：公正な税制を求める市民連絡会
共　催：全国青年司法書士協議会

★事前申し込み不要

＜プログラム＞
１３：１５　総会
１３：３０　設立２周年記念集会
（１）記念講演「誰もが支えあう税制とは」～普遍主義の実現に向けて～
講師　井手英策　氏（慶応大学教授）
（２）パネルディスカッション　徹底討論「普遍主義は本当に実現可能か？」
パネラー
井手英策　氏（慶応大学教授）
稲葉　剛　氏（一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事）
宇都宮健児　氏（弁護士・公正な税制を求める市民連絡会共同代表）
赤石千衣子　氏（しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長）
コーディネーター
猪股　正　氏（弁護士・公正な税制を求める市民連絡会事務局長）
１６：５０　終了

連絡先　埼玉総合法律事務所　弁護士猪股正　TEL045-862-0355　FAX048-866-0425

チラシのダウンロード→　こちら

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2017/05/75a8a83716709c460ac0cb2c30ed9403.pdf


メーデー
今日から５月です。
毎年恒例、北浦和公園でのメーデーに参加しました。

実施要項によれば、日本のメーデーは、１９２０年５月２日に東京・上野公園で初めて開催され、今年で８８回を迎えるそうです。

メーデーの回数と同様、参加者も年齢を重ね、全体の高齢化は否めませんが、それでも元気に北浦和公園から浦和県庁までの道のりをデモ
行進しました。
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弁護士　谷川　生子
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